
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請書令和　年 寄附分

令和　　　年　　　月　　　日　　
整理番号

守谷市長 殿

〒 フリガナ

氏　名

個人番号

電話番号 生年月日 　　　　　　　年　　　月　　日

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第
５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

　あなたが支出した地方団体に対する寄附金について、地方税法附則第７条第１項（第８項）の規定による寄附金税額控除に係
る申告の特例（以下「申告の特例」という。）の適用を受けようとするときは、下の欄に必要な事項を記載してください。

（注１）   上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の１月10日までに、申告特例申請事項変更届出書
を提出してください。

（注２）

１．当団体に対する寄附に関する事項

寄附年月日 寄附金額

令和　　年　　月　　日 　　　　円

２．申告の特例の適用に関する事項
　申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及び②に該当する場合、そ
れぞれ下の欄の□にチェックをしてください。

① 地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者である ☑

（注）   地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者とは、⑴及び⑵に該当すると見込まれる者をいい
ます。

⑴　地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第１項の規定による
　申告書を提出する義務がない者又は同法第121条（第１項ただし書を除く。）の規定の適用を受ける者

⑵　地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税・道府県民税に
　ついて、当該寄附金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告
　書の提出（当該申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。）を要しない者

② 地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者である ☑

（注）   地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告特例対象年の１月１日か
ら12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の長の数が５以下であると見込まれる者をいいま
す。

（切り取らないでください。）

令和　年 寄附分
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書

受付日付印
住　　所

氏　　名

受付団体名 茨城県守谷市

住　所

  申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第７条第６項（第13項）各号のいずれかに該当
する場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金（同項第４号に該当する場合にあっては、同号に係るものに
限る。）について申告の特例の適用は受けられなくなります。その場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、
当該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出してください。
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本人確認書類　貼付用台紙

マイナンバーカードをお持ちの方は①のみ

マイナンバーカードをお持ちでない方は①(通知カード)＋②

顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は①＋②＋③

①マイナンバーカードまたは通知カードのコピー

　　【マイナンバーカード】の場合は
　　　　必ず表面と裏面を貼付

　　【通知カード】の場合は
　　　　表面の住所や氏名に変更がある方のみ貼付

②顔写真入り身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・身体障碍者手帳など)

または、顔写真なしの身分証明書のコピー(公的医療保険の被保険者証・年金手帳など)

表面の住所や氏名に変更があった方のみ貼付

③顔写真なしの身分証明書のコピー(公的医療保険の被保険者証・年金手帳など)

②が顔写真なしの身分証明書のコピーのみの場合貼付、顔写真入りの場合は不要

(表面) (裏面)

(表面) (裏面)
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⑧
の
り
し
ろ

⑨
の
り
し
ろ

⑤
の
り
し
ろ

②
山
折
り

①山
折り

⑤
 ↓
の
り
づ
け

⑥ ↓のりづけ

⑨
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④
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【
返
信
用
封
筒
の
作
り
方
】

1. 山
折
り
線
を
①
→
②
→
③
→
④
の
順
に
山
折
り
し
ま
す
。

2. 一
度
開
き
、
⑤
の
り
し
ろ
、
⑥
の
り
し
ろ
部
分
を
の
り
づ
け
し
ま
す
。

3. 送
付
す
る
も
の
を
中
に
入
れ
ま
す
。

4. ⑦
の
り
し
ろ
、
⑧
の
り
し
ろ
、
⑨
の
り
し
ろ
部
分
を
の
り
づ
け
し
ま
す
。

5. き
ち
ん
と
封
か
ん
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
点
】

・
同
封
書
類
は
、
封
筒
と
一
緒
に
折
ら
ず
、
三
つ
折
り
等
の
状
態
で

同
封
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
封
筒
作
成
の
際
、同
封
書
類
に
糊
が
付
着
し
な
い
様
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

①山折り

④
山
折
り

宇都宮中央局承　　認
3170

差出有効期間令和８年
３月３１日まで
(切手不要)

※ワンストップ特例申請書の提出期限は【ご寄附翌年の1月10日必着】です。

※ワンストップ特例申請書の送付以外の用途には、使用しないでください。

※本封筒は普通郵便での郵送となります。郵便の到着確認が必要な方は簡易書留

でご郵送ください。なお、その際の郵便料は自己負担となりますので、必要な郵

便料の切手を貼ってください。

※この封筒が透ける場合や丈夫さに欠けるなど、ご心配な方はご自身で封筒をご

用意ください。
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内容物のチェック欄

□申請書□個人番号確認書類（コピー）

□本人確認書類（コピー）



透け防止用紙 封筒からの透け防止に、書類を包むための紙としてご利用ください


